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「指定訪問看護」 

さわやか訪問看護ステーション北九州 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対

象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（北九州市指定 第   4067790834  号）         

当事業所は医療保険の指定を受けています。 

（北九州市指定 第   7790834  号）         
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１．事業者 

（１）法人名        株式会社 さわやか倶楽部 

（２）法人所在地     福岡県北九州市小倉北区熊本２丁目１０番１０号 

（３）電話番号       ０９３－５５１－５５５５ 

（４）代表者氏名     山本 武博 

（５）設立年月       ２００４年１２月１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定訪問看護事業所  

（２）事業所の名称    さわやか訪問看護ステーション北九州 

２０１９年４月１日指定  北九州市 第 4067790834号   

（３）事業所の所在地   福岡県北九州市小倉北区熊本２丁目１０番１０号２０６号室 

（４）電話番号        ０９３－５５１－２５５５ 

（５）事業所長（管理者）氏名    松本 結麻 

（６）開設年月        ２０１６年９月１日（旧名称：さわやか訪問看護ステーション八幡） 

   変更年月     ２０１９年４月１日 

（７）事業所が行っている他の業務 

   当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

  [訪問看護及び精神科訪問看護] ２０１９年４月１日指定 北九州市 第 7790834号 

  [介護予防訪問看護]     ２０１９年４月１日指定 北九州市 第 4067790834号    

           

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 北九州市八幡西区・八幡東区・戸畑区・小倉北区・ 

小倉南区・門司区・若松区・行橋市・遠賀郡 

（２）営業日及び営業時間      

営業日 月～日曜日 

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

サービス提供時間帯 ２４時間対応とする。 

※営業日については、年中無休。サービス提供時間以外について電話等により、 

相談に応ずる旨や連絡が 24時間常時可能な体制としています。 

 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定訪問看護サービス及び指定介護予防訪問看護サー

ビスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
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職種 常勤 非常勤 常勤換算 

専 兼 専 兼  

１．事業所長（管理者）  0.5   1名 

２．看護師 4 0.5 1.4  5.5名 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所におけ

る常勤職員の所定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 

（例）週８時間勤務の訪問介護員が５名いる場合、常勤換算では、   

１名（８時間×５名÷４０時間＝１名）となります。 

 

 

 

 

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

基本利用料として介護保険法、健康保険法または老人保健法に規定する厚生労働大臣

が定める額の支払いを利用者から受けるものとします。 

利用者は、訪問看護料金表に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料、及びサ

ービスを提供する上で別途必要になった費用を支払います。 

 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

サービス利用料金は、介護保険法令に定める介護給費費（介護報酬）に準拠した次の金

額となり以下の表１又は表２、表３又は表４の金額に表３の金額を加算した金額となりま

す。また利用者負担額はサービス利用料金から保険給付額を差し引いた金額となります。 

 

<サービスの概要と利用料金> 

① 症状・障害の観察 

② 清拭・整髪等による清潔の保持 

③ 療養上の世話 

④ 褥瘡の予防・処置 

⑤ 認知症患者の看護 

⑥ 療養生活や介護方法の指導 

⑦ カテーテル等の管理 

⑧ その他医師の指示による医療処置 

 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 
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＜サービス利用料金＞ 

・介護予防訪問看護（要支援１または要支援２の方）の場合 

（表１）保健師・看護師がサービスを行った場合 

 介護保険 

単位数 1 割 2 割 3 割 

２０分未満 303 309 円 618 円 928 円 

３０分未満 451 460 円 920 円 1,381 円 

３０分以上より１時間未満 794 810 円 1,621 円 2,432 円 

１時間以上１時間３０分未満 1,090 1,112 円 2,225 円 3,338 円 

 

 

（表２）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がサービスを行った場合 

 介護保険 

単位数 1 割 2 割 3 割 

１回あたり２０分 294 300 円 600 円 900 円 

注１） １日に２回以上行う場合は、１回につき（表２）の金額の５０％となります。 

 

 

・訪問看護（要介護１から要介護５の方）の場合 

（表３）保健師・看護師がサービスを行った場合 

 介護保険 

単位数 1 割 2 割 3 割 

２０分未満 314 320 円 641 円 961 円 

３０分未満 471 480 円 961 円 1,442 円 

３０分以上より１時間未満 823 840 円 1,680 円 2,520 円 

１時間以上１時間３０分未満 1,128 1,151 円 2320 円 3,455 円 

 

 

（表４）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がサービスを行った場合 

 介護保険 

単位数 1 割 2 割 3 割 

１回あたり２０分 294 300 円 600 円 900 円 

注２） １日に２回以上行う場合は、１回につき（表２）の金額の１０％となります。 
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（表５）前項、（表１）（表２）（表３）（表４）のサービス利用料金に以下の料金が加算さ

れる場合がございます。 

 介護保険 

単位数 1 割 2 割 3 割 

看護体制強化加算(Ⅰ) 550 561 円 1,123 円 1,684 円 

看護体制強化加算(Ⅱ) 200 204 円 408 円 612 円 

看護体制強化加算(介護予防) 100 102 円 204 円 306 円 

緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 600 612 円  1225 円 1,837 円 

初回加算 300 306 円 612 円 918 円 

特別管理加算Ⅰ 500 510 円 1,021 円 1,531 円 

特別管理加算Ⅱ 250 255 円 510 円 765 円 

長時間訪問看護加算 300 306 円 612 円 918 円 

ターミナルケア加算 2,500 2,552 円 5,105 円 7,657 円 

複数名訪問看護加算３０分未満 254 259 円 518 円 778 円 

複数名訪問看護加算３０分以上 402 410 円 820 円 1,231 円 

退院時共同指導加算 600 612 円 1,225 円 1,837 円 

看護・介護職員連携強化加算 250 255 円 510 円 765 円 

 

注３） 担当のサービス従業者が准看護師の場合には、そのサービス利用料金は（表１）又

は（表３）の金額の９０％となります。 

注４） 通常の時間帯（午前８時３０分～午後１７時３０分）以外の時間帯に計画的なサー

ビスを行った場合または、特別管理加算を算定する状態のお客様に対する１ヶ月以

内の２回目以降の夜間帯の緊急時訪問を行った場合、１回のサービスにつき、次の

割合でサービス利用料金に割増料金が加算されます。 

 ◎ 早朝 （午前６時～午前８時３０分）   ： ２５％ 

 ◎ 夜間 （午後１７時３０分～午後２２時） ： ２５％ 

 ◎ 深夜 （午後２２時～午前６時）     ： ５０％ 

注５）サービス利用料金は、介護保険法令に定める地域区分ごとの１単位の金額が異なる 

ことから地域によって異なる場合があります。 

 

 

☆ 初回加算は、新規に訪問看護計画を作成したお客様に対して、初回の訪問看護を行っ

た場合に（表５）の料金が加算されます。  
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☆ サービス提供体制強化加算は、厚生労働省が定める基準に適合しているとして都道府

県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが指定訪問看護を行う場合、１回のサー

ビスにつき（表５）の料金が加算されます。 

 

☆ 緊急時訪問看護加算は、当事業所がお客様又はその家族に対して２４時間の連絡体制

を取り計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う体制を取っている場合において、お客

様の同意を頂いた上で、（表５）の料金が加算されます。 

 

☆ 特別管理加算Ⅰは、以下に該当する状態にあるお客様に対して計画的な管理を行った

場合において、（表５）の料金が加算されます。 

① 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態。 

② 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。 

③ 気管カニューレを使用している状態。 

④ 留置カテーテルを使用している状態。 

 

☆ 特別管理加算Ⅱは、以下に該当する状態にあるお客様に対して計画的な管理を行った

場合において、（表５）の料金が加算されます。 

①  在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、 

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿

指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺

高血圧症患者指導管理を受けている状態。 

②  人工肛門又は人工膀胱を設置している状態。 

③  真皮を越える褥瘡 （ 床ずれ ） がある状態。 

④  点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態。 

  

☆ 長時間訪問看護加算とは、特別管理加算を算定している状態にあるお客様に対し、 

1 回の訪問時間が１時間３０分を超える訪問看護を行った場合、所定サービス費 に

（表５）の料金が加算されます。 

 

☆ 複数名訪問看護加算は、同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、

お客様の家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合に、 

（表５）の料金が加算されます。 

① お客様の身体的理由により１人の看護師による訪問看護が困難と認められる場 

合。 

② 暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が認められた場合。 

③ その他お客様の状況から判断して①又は②に準ずると認められる場合。 
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☆ ターミナルケア加算は、以下の要件を満たした事業所が、在宅で亡くなられたお客様

の死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上ターミナルケアを行った場合（ターミナ

ルケアを行った後２４時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む）に、（表５）の料

金が加算されます。 

① ターミナルケアを受けるお客様について、２４時間連絡がとれる体制を確保して

おり、かつ必要に応じて、訪問看護を行う体制を整備していること。 

   ② 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係わる計画及び支援 

体制につてお客様及びその家族に対して説明を行い、同意を得てターミナルケア

を行っていること。  

     ③ ターミナルケアの提供についてお客様の身体状況の変化等必要な事項が適切に記

録されていること。 

 

☆ 退院時共同指導加算は、保険医療機関や介護老人保健施設に入院中もしくは、入所中

のお客様に対して、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内

容を文書により提供した場合に、退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1 回（特

別管理加算を算定している状態にあるお客様等については２回）に限り、（表５）の

料金が加算されます。 

 

☆ 看護体制強化加算（Ⅰ）は事業所が下記の基準すべてに適合する場合に（表５）の料

金が加算されます。 

① 医療ニーズの高い利用者へ対応する体制を整備し、都道府県知事に届出を行うこ

と。 

② 事業所の看護師等が利用者、その家族に説明して、同意を得ること。 

③ 算定日が属する月の前６ヶ月間において、利用者の総数のうち、緊急時訪問看護

加算を算定した利用者の割合が５０％以上であること。 

④ 算定日が属する月の前６ヶ月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を

算定した利用者の割合が２０％以上であること。 

⑤ 算定日が属する月の前１２ヶ月間において、ターミナルケア加算を算定した利用

者が５名以上であること。 

⑥ 指定訪問看護ステーションの場合、従業者の総数のうち看護職員の占める割合が

６０％以上であること。 

 

☆ 看護体制強化加算（Ⅱ）は事業所が下記の基準すべてに適合する場合に（表５）の料

金が加算されます。 

① 医療ニーズの高い利用者へ対応する体制を整備し、都道府県知事に届出を行う 

こと。 

② 事業所の看護師等が利用者、その家族に説明して、同意を得ること。 
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③ 算定日が属する月の前６ヶ月間において、利用者の総数のうち、緊急時訪問看護

加算を算定した利用者の割合が５０％以上であること。 

④ 算定日が属する月の前６ヶ月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を

算定した利用者の割合が２０％以上であること。 

⑤ 算定日が属する月の前１２ヶ月間において、ターミナルケア加算を算定した利用

者が１名以上であること。 

⑥ 指定訪問看護ステーションの場合、従業者の総数のうち看護職員の占める割合が

６０％以上であること。 

 

☆ 看護体制強化加算（介護予防）は事業所が下記の基準すべてに適合する場合に（表５）

の料金が加算されます。 

① 医療ニーズの高い利用者へ対応する体制を整備し、都道府県知事に届出を行う 

こと。 

② 事業所の看護師等が利用者、その家族に説明して、同意を得ること。 

③ 算定日が属する月の前６ヶ月間において、利用者の総数のうち、緊急時介護予 

防訪問看護加算を算定した利用者の割合が５０％以上であること。 

④ 算定日が属する月の前６ヶ月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を

算定した利用者の割合が２０％以上であること。 

⑤ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合、従業者の総数のうち看護職員の占め

る割合が６０％以上であること。 

 

（２）医療保険の給付の対象となるサービス 

   お客様が末期がんや難病患者等である場合又は急性増悪等により、主治医が一時的 

に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の指示を行った場合には、医療保険から給付 

が行われ医療保険の診療報酬の基準に基づいたサービス利用料金をお客様にご負担 

頂きます。なお、お客様のご負担額は、下記表中のサービス利用料金からお客様の医

療保険給付額を差し引いた金額となります。 

 

 

（表６） 

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 
 週 ３ 日 まで ５,５５０円/日 

 

 週 ４ 日 以降 ６,５５０円/日 

訪問看護基本療養費(Ⅱ） 

同一日に  

２人 

 週 ３ 日 まで ５,５５０円/日 

 週 ４ 日 以降 ６,５５０円/日 

同一日に

３人以上 

 週 ３ 日 まで ２,７８０円/日 

 週 ４ 日 以降 ３,２８０円/日 
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訪問看護基本療養費（Ⅲ） 入院中の外泊時（１～２回） ８,５００円/回 

訪問看護管理療養費 
月の初日の場合 ７,４４０円/月 

２日目以降（１日につき） ３,０００円/日 

難病等複数回訪問加算       
１日 ２ 回目  ４,５００円/日 

１ 日 ３ 回目以上  ８,０００円/日 

２４時間対応体制加算       ６,４００円/ 日 

緊急訪問看護加算       ２,６５０円/日 

訪問看護ターミナルケア療養費     ２５,０００円 

特別管理加算 （ Ⅰ ）       ５,０００円/月 

特別管理加算 （ Ⅱ ） 
  

  ２,５００円/月 

情報提供療養費       １,５００円/月 

退院時共同指導加算   ２回まで ８,０００円/回 

特別管理指導加算 
 

月２回まで ２,０００円/回 

退院支援指導加算   退院日のみ ６,０００円 

長時間訪問看護加算    週 １ 回  ５,２００円/回 

在宅患者連携指導加算 
 

  ３,０００円/月 

在宅患者緊急時カンファレンス加算  月２回まで ２,０００円/回 

複数名訪問看護加算 
  

看護師・理学療法士       

作業療法士・言語聴覚士 
４,５００円/回 

  准看護師 ３,８００円/回 

  看護補助者 ３,０００円/回 

乳幼児加算 （ ６ 歳 未満 ）      １,５００円/日 

夜間・早朝・深夜加算 

   早朝（6：00～8：30） ２,１００円/回 

   夜間（17：30～22：00） ２,１００円/回 

   深夜（22：00～6：00） ４,２００円/回 

 

 
    

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

週３日目

まで 

３０分以上の場合 ５,５５０円/日 

 

３０分未満の場合 ４,２５０円/日 

週４日目

以降 

３０分以上の場合 ６,５５０円/日 

３０分未満の場合 ５,１００円/日 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ） 
 

同一日に

２人 

週３日目

まで 

３０分以上の場合 ５,５５０円/日 

３０分未満の場合 ４,２５０円/日 

週４日目

以降 

３０分以上の場合 ６,５５０円/日 

３０分未満の場合 ５,１００円/日 
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同一日に

３人以上 

週３日目

まで 

３０分以上の場合 ２,７８０円/日 

３０分未満の場合 ２,１３０円/日 

週４日目

以降 

３０分以上の場合 ３,２８０円/日 

３０分未満の場合 ２,５５０円/日 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）   入院中の外泊時（１～２回） ８,５００円/回 

精神科緊急訪問看護加算       ２,６５０円/日 

長時間精神科訪問看護加算      週 １ 回  ５,２００円/日 

複数名精神科訪問看護加算 
  

看護師・理学療法士       

作業療法士・言語聴覚士 
４,５００円/回 

  准看護師 ３,８００円/回 

  看護補助者（週１回） ３,０００円/回 

精神科複数回訪問加算 
  １日２回 ４,５００円/日 

  １日３回 ８,０００円/日 

 

 ☆ 訪問看護基本療養費（Ⅰ）は、主治医が交付した訪問看護指示書及び訪問看護計画書

に基づき週３日を限度として算定されます。ただし、特別管理加算を算定しているお

客様及び急性憎悪その他主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認めたこ

とによる特別訪問看護指示書の指示期間では、週４日以上算定されます。 

 

 ☆ 訪問看護基本療養費 （Ⅱ）は、同一建物に居宅している複数のお客様に対して、同

一日にサービスを提供した場合に週３日を基本として算定されます。＜同一居宅者

とは、①養護老人ホーム軽費老人ホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホームマ

ンションなど集合住宅等に入居または入所している利用者。②（介護予防）短期入

所生活介護（介護予防）小規模多機能型 居宅介護（宿泊サービスに限る）、 （ 介

護予防 ） 認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている利用者＞ 

 ☆ 訪問看護管理療養費は、安全な提供体制が整備され、訪問看護基本療養費及び、精神

科訪問看護基本療養費を算定している訪問看護ステーションが、訪問看護計画書・訪

問看護報告書、精神科訪問看護計画書・精神科訪問看護報告書を主治医に提出すると

ともに利用日に対して休日・祝日等を含めた計画的な管理を継続して行った場合に算

定されます。 

 

 ☆ ２４時間対応体制加算は、当事業所がお客様又はその家族から電話等により看護に

関する意見を求められた際に常時対応でき、必要に応じて緊急訪問看護を行うこと

ができる体制にある場合、お客様の同意を頂いた上で、１月につき（表６）の料金

が加算されます。 
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 ☆ 当事業所が緊急にサービスを提供した場合に、１日につき（表６）の料金が加算され

ます。 

   ① 主治医が２４時間連絡体制にある在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院

の保険医であること。 

   ② 在宅支援診療所より、お客様に連絡先・担当者氏名・注意事項が文書で情報提供

があること。 

 

  ☆ 訪問看護ターミナルケア療養費は、当事業所がお客様に対して、医師と連携し、その

指示を受けお客様が亡くなった日、及び亡くなる前２週間以内に２回以上の訪問看

護を行い、且つ訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について、お客様

及びそのご家族等に対して説明した上で、ターミナルケアを行った場合に算定され

ます。なお、ターミナルケアを行った後２４時間以内に在宅以外でお亡くなりにな

られた場合でも加算の対象となります。 

 

 ☆ 特別管理加算（Ⅰ）は、以下に該当する状態にあるお客様に対して計画的な管理を

行った場合に、１月につき（表６）の料金が加算されます 

   ① 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態。 

   ② 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。 

 ③ 気管カニューレを使用している状態。 

④ 留置カテーテルを使用している状態。 

 

 ☆ 特別管理加算（Ⅱ）は、以下に該当する状態にあるお客様に対して計画的な管理を

行った場合に、１月につき（表６）の料金が加算されます。 

   ① 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在

宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指

導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高

血圧症患者指導管理を受けている状態。 

   ② 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態。 

   ③ 真皮を越える褥瘡がある状態。 

   ④ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している状態。 

 

 ☆ 情報提供療養費は、お客様に対してより有益な総合的在宅療養を推進するために、

お客様の居住地を管轄する市町村に対して、お客様に提供させて頂いたサービスに関

する情報を提供する場合に、お客様に同意を頂いた上で（表６）の料金が加算されま

す。 

 

 ☆ 退院時共同指導加算は、保険医療機関や介護老人保健施設の退院又は退所時の、お
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客様又はその家族に対して、当事業所の看護師等が入院又は入所施設の主治医等と

ともに、居宅での療養に関する指導を行った場合に１回（特別管理加算を算定して

いるお客様は２回）（表６）の料金が算定されます。 

 

☆ 特別管理指導加算とは、特別な管理が必要なお客様（特別管理加算を算定しているお

客様）に対して、退院時共同指導を行った場合に、退院時共同指導加算に追加して（表

６）の料金が加算されます。 

 

☆ 退院支援指導加算は、末期の悪性腫瘍等のお客様に対して、当事業所の看護師等が、

退院日に在宅において療養上必要な指導を行った場合に（表６）の料金が加算されま

す。 

 

☆ 長時間訪問看護加算は、長時間の訪問を要するお客様に対して１回の訪問時間が９０

分を超えた場合に、週１回に限り（表６）の料金が算定されます。長時間の訪問を要

するお客様と特別管理加算を算定しているお客様になります。ただし、１５歳未満の

超重症児準超重症児のお客様に限り、週３回まで算定されます。 

 

☆ 在宅患者連携指導加算とは、訪問看護師等がお客様の同意を得て、訪問診療を実施し

ている医療機関、歯科、薬局と文書等により情報共有を行い、それを踏まえた療養上

の指導を行った場合、月１回に限り（表６）の料金が加算されます。 

 

☆ 在宅患者緊急時カンファレンス加算は、お客様の状態急変や診療方針の変更等に伴い

主治医の求めにより、関係する医療従事者と共同でお客様の家を訪問し、カンファレ

ンスを行い、療養上必要な指導を行った場合に月に２回まで（表６）の料金が加算さ

れます。 

 

☆ 複数名訪問看護加算は、同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、

お客様の家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合に、（表

６）の料金が週１回に限り加算されます。ただし、看護補助者の場合は週３回（①②

③の状態にあるお客様には回数制限なし）算定されます。 

① 末期の悪性腫瘍等のお客様の場合。 

② 特別訪問看護指示期間中のお客様の場合。 

③ 特別な管理を必要とするお客様の場合。 

④ 暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が認められるお客様の場合。 

 

☆ 乳幼児加算、６歳未満の乳幼児等のお客様へ訪問看護を行った場合に、（表６）の料

金が１日につき加算されます。 
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☆ 難病等複数回訪問加算は、厚生労働大臣が定める下記疾病のお客様や特別訪問看護指

示期間中のお客様で複数回訪問を行った場合に、回数に応じて（表６）の料金が加算

されます。 

   ①末期の悪性腫瘍 ②多発性硬化症 ③重症筋無力症 ④スモン ⑤筋萎縮性側索

硬化症 ⑥脊髄小脳変性症 ⑦ハンチントン病 ⑧進行性筋ジストロフィー症  

⑨パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキン

ソン病「ホーエン・ヤールの重要度分類がステージ３以上であって生活機能障害度が

Ⅱ度又はⅢ度のものに限る」）⑩多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳

萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群）⑪プリオン病 ⑫亜急性硬化性全脳炎 ⑬ラ

イソゾーム病 ⑭副腎白質ジストロフィー ⑮脊髄性筋萎縮症 ⑯球脊髄性筋萎縮

症 ⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ⑱後天性免疫不全症候群 ⑲頸髄損傷 ⑳人

工呼吸器を使用している状態  

 

☆ 夜間・早朝・深夜加算は、 早朝（６：００～８：３０） 夜間（１７：３０～２２：

００） 深夜（２２：００～６：００）に、お客様へ訪問看護を行った場合に（表６）

の料金が加算されます。 

 

☆ お客様が亡くなった場合、ご家族様の希望がある際は自費にて１４,０００円（非課

税）でエンゼルケアも行っております。 

 

☆ 精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）は、主治医（保険医療機関の保険医であって、精神

科を担当する者に限る）の精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、

週３日（訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）と合わせて）算定

されます。ただし、退院後３ヶ月以内の期間においては、週５日が限度となります。 

 

☆ 精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）は、同一建物に居宅している複数のお客様に対して

同一日サービスを提供した場合に週３日を基本として算定されます。 

 

☆ 精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）は、在宅療養に備えて一時的に外泊しているお客様

にサービスを提供した場合に、入院中１回（特別管理加算を算定しているお客様は、

２回）算定されます。 

 

☆ 精神科緊急訪問看護加算は、お客様又はご家族の求めに応じて行われた主治医の指示

により、当事業所が緊急にサービスを提供した場合に、１日につき（表６）の料金が

加算されます。 

 

☆ 長時間精神科訪問看護加算は、長時間の訪問を要するお客様に対して１回の訪問時間
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が９０分を超えた場合に、週１回に限り（表６）の料金が算定されます。長時間の訪

問を要するお客様とは、特別管理加算を算定しているお客様になります。ただし、１

５歳未満の超重症児準超重症児のお客様に限り、週３回まで算定されます。 

 

☆ 複数名精神科訪問看護加算は、同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要なも

のとして、別に厚生労働大臣が定めるお客様に対し、看護職員が同時に看護師等また

は看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについてお客様、または家族等の同意

を得て指定訪問看護を行った場合に（表６）の料金が算定されます。 

 

☆ 精神科複数回加算は、看護師等が精神科重症患者早期集中支援管理料を算定するお客

様に対して、その主治医の指示に基づき、１日に２回または３回以上訪問した場合（表

６）の料金が加算されます。 

 

☆ サービスにつき、公的介護保険又は医療保険が適用される場合には、消費税はかかり

ません。これに対し、公的介護保険及び医療保険が適用されない場合には、サービス

利用料金全額がお客様負担となり、別途消費税がかかる場合がございます。 

 

☆ 本契約の有効期間中、介護保険法その他関係法令又は医療費（診療報酬）の改正によ

り、サービス利用料金又は利用者負担額の改定が必要となった場合には、改定後の金

額を適用するものとします。この場合、事業者は、法令改定後速やかにお客様に対し、

改定の施行時期及び改定後の金額を通知するものとします。 

 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、毎月１５日までに請求しま

すので、利用者はこれを同月２５日までに支払うものとします。（１か月に満たない期

間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

支払い方法 

□ 下記指定口座への振り込み 

    福岡ひびき信用金庫 本城支店  普通 １２０７６４０ 

          名義：株式会社 さわやか倶楽部 代表取締役 山本 武博 

 

 

□ 現金による支払い 
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（４）利用の中止、変更、追加 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止、変更、

又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施

日の前日までに事業者に申し出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体

調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 利用料金の５割 

 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問看護師の稼働状況により契約者の

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示し

て協議します。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う看護師 

サービス提供時に、担当の訪問看護師を決定します。 

 

（２）サービス実施時の留意事項 

① 定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を 

事業者に依頼することはできません。 

② 備品等の使用 

訪問看護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で 

使用させていただきます。 

 

（３）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が 

できない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更し 

たサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

 

（４）管理者  

  ① 管理者は、主治医の指示に基づき適切なサービスが提供されるよう、当事業所の従 

業者の管理、サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握及びその

他の管理を一元的に行うものとします。 
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  ② 管理者は、法令等に規定されている訪問看護事業の実施に関して遵守すべき事項に 

ついての指揮命令を行うものとします。 

 

（５）サービス従事者 

   サービス従事者は、事業者がサービスを提供するために使用する保健師、看護師、 

准看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士等の資格を有する者とします。 

 

（６）秘密保持 

   事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 

従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契 

約の内容とします。サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情 

報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものと 

します。 

 

（７）利用者及び利用者の家族等の禁止行為 

① 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

  例：コップを投げつける／蹴る／唾を吐く 

② 職員に対する精神的暴力（個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、お

としめたりする行為） 

  例：大声を発する／怒鳴る／特定の職員に嫌がらせをする／「この程度できて当然」 

と理不尽なサービスを要求する 

③ 職員に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度

の要求等、性的ないやがらせ行為） 

  例：必要もなく手や腕を触る／抱きしめる／あからさまに性的な話をする 

 

    

７．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 松本 結麻 

          ［職名］  管理者 

         TEL：０９３－５５１－２５５５ FAX：０９３－５２２－８４１１ 

    ○受付時間   毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：３０ 

    ○所在地    〒８０２-００２６ 

福岡県北九州市小倉北区大畠１丁目６－２６ 
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（２）行政機関その他苦情受付窓口 

 

北九州市八幡西区役所 

保健福祉課 

介護保険係 

〒806-8510 

所在地  北九州市八幡西区黒崎 3-15-3 

電話番号 093-642-1446  FAX 093-621-0862 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

北九州市八幡東区役所 

保健福祉課  

介護保険係 

〒805-8510  

所在地  北九州市八幡東区中央 1-1-1   

電話番号 093-671-0801  FAX 093-681-0314 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

北九州市若松区役所 

保健福祉課 

介護保険係 

〒808-8510 

所在地  北九州市若松区浜町 1-1-1 

電話番号 093-761-5321  FAX 093-751-6274 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

北九州市小倉南区役所 

保健福祉課 

介護保険係 

〒802-8510 

所在地  北九州市小倉南区若園 5-1-2 

電話番号 093-951-4111  FAX 093-951-5507 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

北九州市小倉北区役所 

保健福祉課 

介護保険係 

〒803-8510 

所在地  北九州市小倉北区大手町 1-1 

電話番号 093-582-3311  FAX 093-571-0030 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

北九州市門司区役所 

保健福祉課 

介護保険係 

〒801-8510 

所在地  北九州市門司区清滝 1-1-1 

電話番号 093-331-1881  FAX 093-332-3542 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

北九州市戸畑区役所 

保健福祉課 

介護保険係 

〒804-8510 

所在地  北九州市戸畑区千防 1-1-1 

電話番号 093-871-1501  FAX 093-881-2204 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

遠賀町役場福祉課 

高齢・障害係 

〒811-4392 

所在地  遠賀郡遠賀町大字今古賀 513番地 

電話番号 093-293-1234  FAX 093-293-0806 

受付時間 8：30 ～ 17：00 
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国民健康保険団体連合会 

〒812-8521 

所在地  福岡市博多区吉塚本町 13-47 

電話番号 092-642-7800  FAX 092-642-7852 

受付時間 9：00 ～ 17：00 

行橋市役所 

介護保険課 

〒824-8601 

所在地  行橋市中央 1-1-1 

電話番号 0930-25-1111  FAX 0930-25-0299 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

北部コールセンター 

(筑紫医師会立訪問看護ステ

ーション内） 

月曜日・火曜日の窓口 

電話・FAX番号 092-929-0611 

受付時間 11：00 ～ 16：00 

南部コールセンター 

(福岡県看護協会訪問看護ス

テーションくるめ内) 

木曜日・金曜日の窓口 

電話・FAX 0942-37-1721 

受付時間 11：00 ～ 16：00 

 

８．事故発生時の対応について 

事故発生時 事故が発生した場合、速やかに協力医療機関等と連携を図り応急

対応を行います。また、家族・身元引受人・関係機関に連絡しま

す。必要な場合、市町村に報告します。 

賠償責任 サービスの提供にともなって当事業所の責任により、利用者の生

命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償致し

ます。但し、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が

認められる場合には、事業者の損害賠償責任が生じない場合があ

ります。 

 

９．サービス契約の終了 
利用者及び事業者は、利用契約書第１２条から１４条に則り、または利用者やその家 

族が本重要事項説明書６.サービスの利用に関する留意事項に著しく反したときサー 

ビス契約を解除することができる。 
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西暦    年  月  日 

 

指定訪問看護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 

  

さわやか訪問看護ステーション北九州 

説明者職名            氏名                印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問看護サービスの提

供開始に同意しました。 

利用者 

   〒 

住所  

              

氏名                印 

 

利用者代理人 

    〒 

住所  

              

氏名                印 

 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 35 号（2006 年 3 月 14 日）第 8 条の規定に基づき、利用

申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

 


